
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素イオン伝導性高分子電解質膜と、前記水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟んだ位
置に配置した一対の電極と、前記電極の一方に燃料ガスを供給排出し他方に酸化ガスを供
給排出するガス流路を有する一対のセパレータとを具備した燃料電池に用いる電極であっ
て、前記電極は前記水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟持した触媒層と、前記触媒層を
挟持したガス拡散層とを有し、前記ガス拡散層を、

る炭素繊維の布で構成することによって、前記ガス拡散層は前記セパレータと接す
る面内で、集電部分と、ガスおよび水蒸気透過部分と、水分透過部分とに分けて構成した
ことを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２】
　セパレータのガス流路を前記セパレータの凹凸で形成し、ガス拡散層の面内で前記セパ
レータの凸部による圧力を受けない箇所を形成したことを特徴とする請求項１記載の燃料
電池用電極。
【請求項３】
　ガス拡散層の面内でセパレータの凸部による圧力を受けない箇所を一定の間隔で複数個
形成したことを特徴とする請求項２記載の燃料電池用電極。
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炭素繊維をより合わせた糸を編んだ布
であって、繊維の折り重なった密な部分と、繊維の折り重なっていない粗な部分と、縦方
向の繊維と横方向の繊維が交差する厚み方向に、繊維の無い部分と、を有し、前記密な部
分の厚みが１５０μｍから３００μｍであり、前記粗な部分の厚みが７μｍから１５０μ
ｍであ



【請求項４】
　ガス拡散層の面内でセパレータの凸部による圧力を受けない箇所は、隣り合う間隔を中
心値で０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下としたことを特徴とする請求項３記載の燃料電池用電
極。
【請求項５】
　ガス拡散層のセパレータの凸部により締め付けられる部分の締結圧力が、凸部面積換算
で０．１ｋｇ／ｃｍ 2以上１５ｋｇ／ｃｍ 2以下であることを特徴とする請求項３または４
記載の燃料電池用電極。
【請求項６】
　請求項１から５記載の燃料電池用電極を有する燃料電池。
【請求項７】
　前記炭素繊維は、単繊維を複数本より合わせたことを特徴とする請求項１記載の燃料電
池用電極。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、燃料として純水素、あるいはメタノールまたは化石燃料からの改質水素、もし
くはメタノール、エタノール、ジメチルエーテルなどの液体燃料を直接用い、空気や酸素
を酸化剤とする燃料電池に関するものであり、とくに固体高分子を電解質に用いた燃料電
池に関ものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に高分子電解質形燃料電池の電極は、高分子電解質を中心としてその外側両面に触
媒層を持ち、さらにその触媒層の外面にガス拡散層を形成する。ガス拡散層は、主に次の
三つの機能を持つ。その第一はガス拡散層のさらに外面に形成したガス流路から、触媒層
中の触媒へ均一に燃料ガスもしくは酸化剤ガスなどの反応ガスを供給するために反応ガス
を拡散する機能である。第二は、触媒層で反応により生成した水を速やかにガス流路に排
出する機能である。第三は、反応に必要もしくは生成される電子を導電する機能である。
【０００３】
従って、それぞれ高い反応ガス透過性と水排出透過性、電子導電性が必要となる。従来の
一般的な技術として、ガス透過能は、ガス拡散層を多孔質構造とすること。水排出透過能
は、フッ素樹脂で代表とされる撥水性の高分子などを層中に分散し水の詰まり（フラッデ
ィング）を抑制すること。電子導電性は、カーボン繊維や金属繊維、炭素微粉末などの電
子導電性材料でガス拡散層を構成することが行われてきた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記の水排出透過能を向上させるための種々の取り組みは、それぞれ相反する効果を示す
。たとえば、水排出透過能を高めるために、フッ素樹脂で代表される撥水性高分子などを
層中に添加させた場合、ガス透過能や電子導電性が低下する。そこで、ガス拡散層を単一
の構成にするのではなく、例えば炭素繊維により形成された層と炭素微粉末と撥水性高分
子とで形成された層を組み合わせて、上記相反する機能をうまく両立させる取り組みが種
々なされている。
【０００５】
上記撥水性高分子の使用方法として、例えば、最も一般的な代表例として特開平０６－２
０３８５１号や０７－１３０３７３号、０８－１０６９１５号、０９－２５９８９３号公
報に開示されているように、ポリテトラフルオロエチレン（以下ＰＴＦＥと略。）または
テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレン共重合体（以下ＦＥＰ略。）のディ
スパージョンにガス拡散層基材であるカーボンペーパーを含浸処理する方法や、特開平０
７－２２０７３４号や０４－６７５７１号、０３－２０８２６０号、０３－２０８２６１
号、０３－２０８２６２号、０６－４４９８４号公報に開示されているように、ＰＴＦＥ
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を添加した炭素微粉末の層を形成する方法が開示されている。
【０００６】
これらが示すように、カーボンペーパーを無作意に撥水性高分子溶液に含浸・乾燥処理す
る方法では、撥水性高分子は三次元構造を持つ多孔質基材の繊維の配列に従い塗着されて
しまう。このため、ガス拡散層中での撥水量を部位毎に制御することが困難となり、ガス
拡散層基材の多孔度分布に反比例し、空隙の大きい部位には撥水材が付着せずに、空隙の
小さい部位には撥水材が集まり易い傾向があった。さらに、ガス拡散層基材表面に撥水材
が多く付き、ガス拡散層基材内部へ水の閉じ込みが生じ、行き場の無くなった水によりフ
ラッディングを引き起こし、放電特性や信頼性の低下を引き起こしていた。
【０００７】
これらは、ガス拡散層中のガス透過流路と水分透過流路が同一箇所なため、余剰水を効率
良く排出できずにフラディングを招き、ガス拡散性を阻害し結果として、放電特性や信頼
性の低下を引き起こしていた。
【０００８】
また、例えば特開昭６１－１３８４６３号、特開昭６１－２５６５６８号、特開平０９－
０５０８１７号、特開平１１－２８８０８６号公報に開示されているように、セパレータ
のガス流路の溝幅や溝深さを最適化することで、ガス拡散性の電極内での均一化に取り組
むことが図られている。特開平７－１９２７３９号公報に開示されているように、ガス流
路の凸部に切り込みを入れガス拡散性を確保するなど、セパレータ側からのアプローチも
盛んに行われている。しかし、セパレータのガス流路を最適化するには加工が複雑になり
、ガスの分配性を最適化すればするほど製造コストが高くなるという課題がある。
【０００９】
このように、ガス透過性および余剰水透過性を制御するため様々な構成が考えられている
が、ガス透過性および水透過性を制御するためにはガス拡散層基材の基本構成を最適化す
ることが必要であり、これを助ける働きとしてセパレータの流路設計が必要と考えられる
。
【００１０】
本発明はこれら上記従来の課題を解決するもので、ガス拡散層内でのガス拡散性および余
剰水透過性を確保するため、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟
持してなるガス拡散層とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセ
パレータとからなる燃料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で
、集電部分とガス透過および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成させるもので
あり、特に高加湿状態で、かつ、高電流密度領域での発電における放電性能および信頼性
の高い電極および燃料電池を提供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明の燃料電池用電極は、水素イオン伝導性高分子電解質
膜と、前記水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟んだ位置に配置した一対の電極と、前記
電極の一方に燃料ガスを供給排出し他方に酸化ガスを供給排出するガス流路を有する一対
のセパレータとを具備した燃料電池に用いる電極であって、前記電極は前記水素イオン伝
導性高分子電解質膜を挟持した触媒層と、前記触媒層を挟持したガス拡散層とを有し、前
記ガス拡散層を、

る炭素繊維の布で構成する
ことによって、前記ガス拡散層は前記セパレータと接する面内で、集電部分と、ガスおよ
び水蒸気透過部分と、水分透過部分とに分けて構成したことを特徴とする。
【００１３】
また、セパレータのガス流路を前記セパレータの凹凸で形成し、ガス拡散層の面内で前記
セパレータの凸部による圧力を受けない箇所を形成したことを特徴とする。
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炭素繊維をより合わせた糸を編んだ布であって、繊維の折り重なった密
な部分と、繊維の折り重なっていない粗な部分と、縦方向の繊維と横方向の繊維が交差す
る厚み方向に、繊維の無い部分と、を有し、前記密な部分の厚みが１５０μｍから３００
μｍであり、前記粗な部分の厚みが７μｍから１５０μｍであ



【００１４】
このとき、ガス拡散層の面内でセパレータの凸部による圧力を受けない箇所を一定の間隔
で複数個形成したことが望ましい。
【００１５】
さらに、ガス拡散層の面内でセパレータの凸部による圧力を受けない箇所は、隣り合う間
隔を中心値で０．３ｍｍ以上１０ｍｍ以下としたことが望ましい。
【００１６】
また、ガス拡散層のセパレータの凸部により締め付けられる部分の締結圧力が、凸部面積
換算で０．１ｋｇ／ｃｍ 2以上１５ｋｇ／ｃｍ 2以下であることが望ましい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
上記課題を解決するために本発明の燃料電池は、燃料電池の電極を構成しているガス拡散
層に下記の構成を持たせるものである。
【００１８】
高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層とさら
にこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃料電池
において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過および
水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成させることを特徴とするものである。
【００１９】
この構成によって、電極内でのフラッディングを抑制し、ガス拡散性および水蒸気透過性
を確保することが可能となり放電性能および信頼性の高い電極および燃料電池を提供する
ことができる。
【００２０】
本発明は、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡
散層とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからな
る燃料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス
透過部分と水分透過部分に分かれて構成されていることを特徴とするガス拡散層であり、
それぞれガス拡散層に求められる必要な目的を区分することでガス拡散性および水移動路
を確保し、放電性能および信頼性の高い電極を提供するという作用を有する。
【００２１】
また、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層
とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃
料電池において、前記ガス拡散層を構成する炭素繊維が密な部分と粗な部分で構成され、
かつ、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過部分と水分
透過部分に分かれて構成されていることを特徴とするガス拡散層であり、炭素繊維の密な
部分では電子伝導を行い、炭素繊維の粗な部分でガス拡散性および水の移動路を確保する
ことで、放電性能および信頼性の高い電極を提供するという作用を有する。
【００２２】
また、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層
とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃
料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過
部分と水分透過部分に分かれて構成され、かつ、前記ガス拡散層の面内で前記セパレータ
の凸部によって締め付けられる圧力が掛かっていない箇所をもつことを特徴とする燃料電
池であり、セパレータ上に形成されたガス流路のための凸部で締め付けられた部分で十分
な電子伝導性を確保し、圧力の掛かっていない部分で余剰水移動のための流路を確保でき
ることにより、放電性能および信頼性の高い燃料電池用電極を提供するという作用を有す
る。
【００２３】
また、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層
とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃
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料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過
および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成され、かつ、前記ガス拡散層の面内
で前記セパレータの凸部によって締め付けられる箇所と締め付けられない箇所が一定の間
隔で存在していることを特徴とする燃料電池であり、電極内に集電部分と水移動流路とガ
ス拡散流路が均一に確保されているため、放電性能および信頼性の高い燃料電池用電極を
提供するという作用を有する。
【００２４】
また、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層
とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃
料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過
および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成され、かつ、前記ガス拡散層の面内
で前記セパレータの凸部によって締め付けられる箇所の隣り合う間隔が中心値で０．５ｍ
ｍ以上１０ｍｍ以下の間隔で存在していることを特徴とする燃料電池であり、電極内に集
電部分と水移動流路とガス拡散流路が均一に確保されていると共に、集電部分と水移動流
路とガス拡散流路が緻密に配置されていることにより、電流密度の集中や、余剰水の集中
がない放電性能および信頼性の高い燃料電池用電極を提供するという作用を有する。
【００２５】
また、高分子電解質とこれを挟持してなる触媒層とさらにこれを挟持してなるガス拡散層
とさらにこれを挟持してなる連続した凹凸によるガス流路をもつセパレータとからなる燃
料電池において、前記ガス拡散層が前記セパレータと接する面内で、集電部分とガス透過
および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成され、かつ、前記ガス拡散層が前記
セパレータの凸部によって締め付けられる集電部分の締結圧力が凸部面積換算で０．１ｋ
ｇ／ｃｍ２以上１５ｋｇ／ｃｍ２以下であることを特徴とするガス拡散層であり、セパレ
ータ上に形成されたガス流路のための凸部で締め付けられた部分で十分な電子伝導性を確
保しながら、締め付け圧の増加に伴なう粗密度の差の低下および内部短絡を防止すること
が可能となり、放電性能および信頼性の高い電極を提供するという作用を有する。
【００２６】
以下、本発明の実施の形態を具体的に説明する。
【００２７】
図１に示すとおり、例えば、高分子電解質膜１の外面に２Ａ、２Ｂで示される触媒層が挟
持され、さらにその外面に３Ａ、３Ｂで示されるガス拡散層が挟持されることにより燃料
電池の基本が構成されている。電極反応は２Ａおよび２Ｂの触媒表面で起こる。アノード
反応ガスは５Ａ、５Ｂで示されるセパレータに形成された連続した凹凸部の反応ガス供給
孔４Ａから３Ａを通り２Ａへ、カソード反応ガスは４Ｂから３Ｂを通り２Ｂへ供給される
。
【００２８】
アノード触媒層２ＡではＨ 2→２Ｈ +＋２ｅ -の反応が起こり、カソード触媒層２Ｂでは１
／２Ｏ 2＋２Ｈ +＋２ｅ -→Ｈ 2０の反応が起こり、全体としてＨ 2＋１／２Ｏ 2→Ｈ 2Ｏ＋Ｑ
となる。この反応により起電力が得られ、この電気エネルギーにより発電がなされるが、
同時に水の生成がカソード触媒層２Ｂで起こる。また、起電反応の際、アノード触媒層２
Ａで生じたＨ +は高分子電解質膜１中を移動しカソード触媒層２Ｂへ至る。この際１個の
Ｈ +イオンが移動する際、５～２０個のＨ 2Ｏ分子を同伴して移動する。高分子電解質膜は
十分な水が存在し初めてＨ +イオンの高い導電性を発揮する性質がある。
【００２９】
そのため、高分子電解質膜中を移動するＨ +イオンに同伴して移動するため不足する水を
常に供給する必要があり、この水は反応ガス供給孔を兼ね備えた４Ａおよび４Ｂから３Ａ
および３Ｃを通り水蒸気として供給する。また、カソード触媒層内で生成された水のうち
、高分子電解質膜が必要としない余剰水はガス拡散層３Ａおよび３Ｂを通り、反応ガス供
給孔と余剰ガスおよび余剰水排出孔を兼ねた４Ａおよび４Ｂから排出される。このため、
燃料電池では、水の出入りの多いガス拡散層のガス拡散性および余剰水の排出流路を確保
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することが重要となり、長期信頼性の点からも余剰水を速やかに排出させる方向で設計す
る必要がある。
【００３０】
ガス拡散層の構成として、従来ガス拡散層のさらに外面に形成されたガス流路から触媒層
中の触媒へ均一に燃料ガスおよび酸化剤ガスなどの反応ガスを供給するために反応ガスを
拡散する機能と、触媒層で反応により生成した水を速やかにガス流路に排出する機能と、
さらには、反応に必要もしくは生成される電子を導電する機能を同時に行っていた部分を
、局部的に電子伝導を行う部分とガスを通す部分と水分を通す部分に区分し、さらには、
緻密で、かつ、均一に配置する。ガス拡散層基材を構成する炭素繊維が集中している密な
部分で主に電子伝導を行い、逆に粗な部分で主にガス透過を行い、繊維の無い部分で主に
水を排出させる構成とする。これにより、カソード触媒層中で生成された余剰水はガス拡
散層の専用通路を通り排出孔まですみやかに移動することが可能となると共にガス拡散性
には影響を及ぼすことは無い。このように、電極中で余剰とされる水は水移動専用の通路
を通ることにより、電極中で水詰まりが起こらず、フラッディングを招くことが無く、ガ
ス拡散性の低下をも引き起こすことの無い、放電特性および信頼性の高い燃料電池を提供
することが図れる。
【００３１】
以上の本発明の方法により作製されたガス拡散層を用いることによって、放電特性および
信頼性の高い燃料電池を提供することができる。さらに詳しくは実施例において具体的に
説明する。
【００３２】
【実施例】
（実施例１）
ガス拡散層基材として太さ約１０μｍのポリアクリルニトリル繊維をより合わせて太さ約
３００μｍにした糸を編んだ布を作製し、次いでこれを窒素雰囲気下２０００℃で２４時
間加熱し、黒鉛化させカーボンクロスを得た。これを、ダイキン工業製ＦＥＰディスパー
ジョン（商品名ＮＤ－１）と水が重量比で１：１０となるように作製したＦＥＰディスパ
ージョンの希釈溶液に１分間含浸させ、約６０℃で１時間乾燥させた。この上に、アセチ
レンブラックとＰＴＦＥとが重量比で３：１になるよう水溶媒の分散液を作製し、ドクタ
ーブレードを用いて分散液を塗工し撥水層を作製した。約６０℃で１時間乾燥させた後、
約３８０℃で１５分焼成した。
【００３３】
この際、出来上がったガス拡散層には面内に、繊維の折り重なった密な部分と、繊維の折
り重なっていない粗な部分と、縦方向の繊維と横方向の繊維が交差する厚み方向に繊維の
無い部分とを作った。この部分の厚みは繊維の密な部分が約１５０μｍから３００μｍ、
繊維の粗な部分が約７μｍから１５０μｍであり、繊維の折り重なりあう部分が隣り合う
間隔は約１ｍｍとした。
【００３４】
ライオン社の炭素微粉末ケッチェンブラックＥＣ１００重量％上に白金触媒を１００重量
％担持した触媒を、米国デュポン社製Ｎａｆｉｏｎ膜と同じ高分子であるパーフルオロス
ルホン酸樹脂を１００重量％混合し、成形した触媒層を１６０℃の熱溶着により、米国デ
ュポン社製Ｎａｆｉｏｎ１１２膜の両面に接合した。さらにこの両側から上記の通り作製
したガス拡散層で撥水層が触媒層と接するように接合し、これを、連続した凹凸によるガ
ス流路を持つセパレータで挟み水素―空気型の燃料電池として単電池Ａを作成した。この
際、電極に掛かる締結圧力は約１０ｋｇ／ｃｍ 2とした。
【００３５】
（比較例 ）
　ガス拡散層基材として、太さ約２０μｍのポリアクリルニトリル繊維をより合わせて太
さ約５００μｍにした糸を編んだ布を作製し、次いでこれを窒素雰囲気下２０００℃で２
４時間加熱し、黒鉛化させカーボンクロスを得た。これを、ダイキン工業製ＦＥＰディス
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パージョン（商品名ＮＤ－１）と水が重量比で１：１０となるように作製したＦＥＰディ
スパージョンの希釈溶液に１分間含浸させ、約６０℃で１時間乾燥させた。この上に、ア
セチレンブラックとＰＴＦＥとが重量比で３：１になるよう水溶媒の分散液を作製し、ド
クターブレードを用いて分散液を塗工し撥水層を作製した。約６０℃で１時間乾燥させた
後、約３８０℃で１５分焼成した。
【００３６】
この際、出来上がったガス拡散層には面内に、繊維の折り重なった密な部分と、繊維の折
り重なっていない粗な部分と、縦方向の繊維と横方向の繊維が交差する厚み方向に繊維の
無い部分とを作った。この部分の厚みは繊維の密な部分が約２５０μｍから５００μｍ、
繊維の粗な部分が約１０μｍから２５０μｍであり、繊維の折り重なりあう部分が隣り合
う間隔は約１１ｍｍとした。ライオン社の炭素微粉末ケッチェンブラックＥＣ１００重量
％上に白金触媒を１００重量％担持した触媒をＮａｆｉｏｎ膜と同じ高分子であるパーフ
ルオロスルホン酸樹脂を１００重量％混合し、成形した触媒層を１６０℃の熱溶着により
米国デュポン社製Ｎａｆｉｏｎ１１２膜の両面に接合し、さらにこの両側から上記の通り
作製したガス拡散層で撥水層が触媒層と接するように接合し、これを、連続した凹凸によ
るガス流路を持つセパレータで挟み水素―空気型の燃料電池として単電池Ｂを作成した。
この際、電極に掛かる締結圧力は約１０ｋｇ／ｃｍ 2とした。
【００３７】
　（比較例 ）
　実施例１で作製した電極およびセパレータと同様のものを用いて、水素―空気型の燃料
電池として単電池Ｃを作成した。この際、電極に掛かる締結圧力を約１６ｋｇ／ｃｍ 2と
した。
【００３８】
　（比較例 ）
　ガス拡散層基材としては太さ約１０μｍ、長さ約５μｍに切断したポリアクリルニトリ
ル繊維を水に分散させ、これを抄紙しシートを作製した。次いでこれをエタノールにて濃
度４０重量％に希釈したフェノール樹脂溶液に含浸させ約１００℃で１０分間乾燥させ樹
脂を硬化させた。これを窒素雰囲気下２０００℃で２４時間加熱し、黒鉛化させカーボン
ペーパを得た。さらに、これをダイキン工業製ＦＥＰディスパージョン（商品名ＮＤ－１
）と水が重量比で１：１０となるように作製したＦＥＰディスパージョンの希釈溶液に含
浸させ、約６０℃で１時間乾燥させた。
【００３９】
この上に、アセチレンブラックとＰＴＦＥとが重量比で３：１になるよう水溶媒の分散液
を作製し、ドクターブレードを用いて分散液を塗工し撥水層を作製した。約６０℃で１時
間乾燥させた後、約３８０℃で１５分焼成した。この際、出来上がったガス拡散層には繊
維の折り重なった密な部分と繊維の折り重なっていない粗な部分を作ることができていた
が、面内でこの粗密部分は不均一に分布していた。
【００４０】
ライオン社の炭素微粉末ケッチェンブラックＥＣ１００重量％上に白金触媒を１００重量
％担持した触媒を、Ｎａｆｉｏｎ膜と同じ高分子であるパーフルオロスルホン酸樹脂を１
００重量％混合し、成形した触媒層を１６０℃の熱溶着により米国デュポン社製Ｎａｆｉ
ｏｎ１１２膜の両面に接合し、さらにこの両側から上記の通り作製したガス拡散層で撥水
層が触媒層と接するように接合し、これを、連続した凹凸によるガス流路を持つセパレー
タで挟み、水素―空気型の燃料電池として単電池Ｄを作成した。この際、電極に掛かる締
結圧力は約１０ｋｇ／ｃｍ 2とした。
【００４１】
以上のとおり作製した実施例１および比較例１、２、３の単電池ＡおよびＢ、Ｃ、Ｄの燃
料極に純水素ガスを，空気極に空気をそれぞれ供給し、電池温度を７５℃、燃料ガス利用
率を７０％、空気利用率（以下Ｕｏと略。）を４０％とした。ガス加湿は燃料ガスを７０
℃、空気を７０℃のバブラーをそれぞれ通して供給し、水素―空気燃料電池としての単電
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池の放電試験を行った。
【００４２】
図２に，本発明の実施例１の単電池Ａと比較例１、２、３の単電池Ｂ、Ｃ、Ｄの水素－空
気型燃料電池としての放電特性試験結果を示した。電流密度８００ｍＡ／ｃｍ 2における
単電池電圧で示すと、単電池ＡおよびＢ、Ｃ、Ｄの電池電圧は、それぞれ６４９ｍＶ、４
３８ｍＶ、４３５ｍＶ、５５１ｍＶであった。また、電流密度１００ｍＡ／ｃｍ 2におけ
る単電池電圧で示すと、単電池ＡおよびＢ、Ｃ、Ｄの電池電圧は、それぞれ８２７ｍＶ、
７３１ｍＶ、８０８ｍＶ、８１３ｍＶであった。
【００４３】
図２から分かるとおり、電流密度が高くなればなるほど、放電特性に差が生じている。電
流密度が高くなると、電池からの生成水はそれに比例して多くなるため、実施例１で作製
した集電部分とガス透過部分と水透過部分に分かれて構成されているガス拡散層をもちい
たものでは、余剰水の滞留がなくフラッディングを引き起こすことは無く、また、ガス拡
散性も確保しているため、放電性能が良好である。逆に、比較例１で作製した集電部分に
相当するセパレータからの締結圧を受けるガス拡散層の繊維が密な部分の隣り合う間隔が
広いものでは、電子伝導性が十分に行えず内部抵抗を増加させ、性能が低下している。
【００４４】
また、比較例３で作製した集電部分とガス透過および水蒸気透過部分と水透過部分が明確
に分かれていないガス拡散層では、電極内部で水が詰まり、さらに、これによりガス透過
性を阻害し、放電特性の低下を引き起こしている。さらに、比較例２で作製した燃料電池
は、締め付け圧力が高すぎるため、ガス拡散層内に設けた繊維の粗密な部分の差が少なく
なり、ガス透過性のための流路および余剰水排出のための流路の区分が不明確になり、局
部的にフラッディングが生じガス透過性を阻害したため放電特性の低下を引き起こした。
さらには、締め付け圧力が高すぎるため内部短絡を起こし、特に低電流密度領域で性能が
低下している。
【００４５】
図３に、本発明の実施例１の単電池Ａと比較例３の単電池Ｄの水素－空気型燃料電池とし
ての耐久試験結果を示した。実施例１および比較例３の単電池ＡおよびＤの燃料極に純水
素ガスを，空気極に空気をそれぞれ供給し、電池温度を７５℃、燃料ガス利用率を７０％
、空気利用率（以下Ｕｏと略。）を４０％、電流密度を０．３Ａ／ｃｍ 2とし、ガス加湿
は燃料ガスを７０℃、空気を７０℃のバブラーをそれぞれ通して供給し、水素―空気燃料
電池としての単電池の耐久試験を行った。この結果からも分かる通り、実施例１で作製し
た集電部分とガス透過部分と水透過部分に分かれて構成されているガス拡散層をもちいた
ものでは、余剰水の滞留がなくフラッディングを引き起こすことがなく、また、ガス拡散
性も低下させないため、信頼性が良好である。逆に、比較例３で作製した集電部分とガス
透過部分と水透過部分が明確に分かれていないガス拡散層では、電極内部で水が詰まり、
さらに、ガス拡散層の構成がガス透過および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれてい
ないことによりガス透過性も阻害し、放電特性の低下を引き起こしている。
【００４６】
このように、本発明の燃料電池のようにガス拡散層がセパレータと接する面内で、集電部
分とガス透過および水蒸気透過部分と水分透過部分に分かれて構成されていることにより
、電極内でのフラッディングを抑制し、かつ、ガス拡散性および水蒸気透過性を良好に保
つことが可能となり、放電性能および信頼性の高い電極および燃料電池を提供することが
可能となる。
【００４７】
燃料電池は通常、複数の単電池を直列または並列に接続して用いられる。したがって、単
電池でのフラッディングは燃料電池スタックの性能に大きく影響する。とくに、直列に接
続された場合には、最も特性の低い単電池の限界電流値が燃料電池スタック全体の限界電
流値となってしまうため、最も低い単電池の性能が燃料電池スタック全体の性能の限界値
となる。つまり、単電池でのフラッディング現象を低減することも今後の重要な課題とな
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る。
【００４８】
なお、本実施例において燃料の一例として、水素と空気を用いたが、水素は改質水素とし
て炭酸ガスや窒素、一酸化炭素などの不純物を含む燃料においても同様の結果が得られ、
水素の代わりにメタノール、エタノール、ヂメチルエーテルなどの液体燃料およびその混
合物を用いても同様の結果が得られた。また、液体燃料はあらかじめ蒸発させ、蒸気とし
て供給してもよい。
【００４９】
さらに、本発明の燃料電池の構成は、実施例に示した構成に限定されるものではなく、種
種の構成でも効果があった。
【００５０】
さらに、本発明の固体高分子型電解質と電極との接合体を用いて、酸素、オゾン、水素な
どのガス発生機やガス精製機および酸素センサ、アルコールセンサなどの各種ガスセンサ
への応用にも効果がある。
【００５１】
【発明の効果】
以上、実施例の説明から明らかなように、本発明によるガス拡散層および燃料電池の構成
を最適化することによって、触媒層中の触媒に均一に反応ガスを供給し、かつ生成された
余剰水や生成炭酸ガスを速やかに排出することが可能となり、高い放電性能と信頼性を持
つ電極および燃料電池を実現することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来および本発明の燃料電池用電極の断面概略図
【図２】本発明の実施例である燃料電池の電圧－電流特性を示す図
【図３】本発明の実施例である燃料電池の信頼性を示す図
【符号の説明】
１　高分子電解質膜
２Ａ，２Ｂ　触媒層
３Ａ，３Ｂ　ガス拡散層
４Ａ，４Ｂ　ガス供給孔および余剰水および余剰ガス排出孔
５Ａ，５Ｂ　セパレータ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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